
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
そ
の
目
的
の
確
実
な
実
現
を
確
保
す
る
た
め
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
万
全
を
期
す
べ
き

で
あ
る
。

一
、
雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

１

失
業
時
の
生
活
保
障
及
び
早
期
再
就
職
の
支
援
を
一
層
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
特
定
受
給
資
格
者
に
限
ら
ず
、
失
業
等

給
付
の
給
付
改
善
に
向
け
た
検
討
を
早
期
に
行
う
こ
と
。
そ
の
際
、
特
定
理
由
離
職
者
に
係
る
所
定
給
付
日
数
を
拡
充
す

る
暫
定
措
置
に
つ
い
て
は
、
恒
久
化
も
含
め
て
今
後
の
在
り
方
を
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
自
己

都
合
離
職
者
に
対
す
る
三
箇
月
の
給
付
制
限
期
間
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
進
め
て
き
た
「
成
熟
産
業
か
ら
成
長
産
業
へ
の

労
働
移
動
」
と
の
政
策
的
整
合
性
の
観
点
か
ら
必
要
な
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。

２

雇
用
保
険
に
お
け
る
国
庫
負
担
は
、
国
民
の
職
業
の
安
定
に
対
す
る
政
府
の
責
任
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

今
回
の
国
庫
負
担
率
の
本
則
か
ら
十
分
の
一
へ
の
引
下
げ
に
つ
い
て
は
、
厳
に
平
成
三
十
一
年
度
ま
で
の
三
年
度
間
に
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限
っ
た
措
置
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
は
、
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
早
期
に
安
定

財
源
を
確
保
し
て
本
則
に
戻
す
こ
と
。

３

雇
用
関
係
助
成
金
に
生
産
性
要
件
を
設
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
生
産
性
要
件
を
設
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
助
成
金

の
み
に
限
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
生
産
性
要
件
を
設
け
た
助
成
金
に
つ
い
て
は
、
生
産
性
要
件
を
充
足
す
る
た
め
に
人
員

削
減
、
長
時
間
労
働
等
を
招
く
こ
と
が
な
い
よ
う
支
給
要
件
を
厳
格
に
す
る
こ
と
。

二
、
職
業
安
定
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

１

労
働
条
件
等
の
変
更
内
容
等
の
明
示
義
務
に
つ
い
て
は
、
変
更
等
に
よ
る
不
利
益
か
ら
求
職
者
を
保
護
す
る
こ
と
が
そ

の
目
的
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
変
更
等
が
発
生
し
た
段
階
で
遅
滞
な
く
明
示
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
確
に
規
定
す
る

と
と
も
に
、
求
職
者
が
そ
の
内
容
を
十
分
に
理
解
で
き
る
適
切
な
明
示
方
法
を
指
針
で
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
募
集
段
階

に
お
け
る
労
働
条
件
等
の
明
示
義
務
に
つ
い
て
は
、
募
集
当
初
の
段
階
で
求
職
者
の
判
断
に
必
要
な
情
報
が
的
確
に
提
供

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
徹
底
を
図
る
手
段
を
講
ず
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
新
規
学
卒
者
の
募
集
・
採
用
に

当
た
っ
て
は
、
特
に
配
慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
則
、
採
用
内
定
時
ま
で
に
書
面
で
労
働
条
件
を
明
示
す
る
よ
う

指
針
に
定
め
る
こ
と
。



２

求
人
申
込
み
の
不
受
理
の
対
象
に
、
職
業
安
定
法
に
基
づ
く
勧
告
又
は
改
善
命
令
を
受
け
、
こ
れ
に
従
わ
ず
に
公
表
さ

れ
た
者
か
ら
の
求
人
を
追
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
有
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
が
職
業
安

定
法
又
は
労
働
者
派
遣
法
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
又
は
処
分
に
違
反
し
た
際
に
厚
生
労
働
大
臣
が
命
ず
る
こ
と
の
で
き
る

業
務
停
止
命
令
に
つ
い
て
、
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
停
止
期
間
が
適
切
に
定
め
ら
れ
る
よ
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

三
、
育
児
・
介
護
休
業
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

１

女
性
で
あ
る
と
男
性
で
あ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
乳
幼
児
期
の
子
ど
も
を
持
つ
労
働
者
が
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の

両
立
を
図
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
安
心
し
て
子
供
を
預
け
ら
れ
る
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
待

機
児
童
問
題
の
解
消
を
始
め
と
す
る
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
量
的
・
質
的
拡
充
に
最
優
先
に
取
り
組
む
こ
と
。
ま
た
、
そ
の

際
、
責
任
あ
る
役
割
を
担
う
保
育
士
が
適
正
な
処
遇
の
下
で
働
き
が
い
の
あ
る
就
労
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
安
定
財
源
の
確
保
を
前
提
に
俸
給
表
の
見
直
し
や
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
制
度
の
構
築
な
ど
処
遇
体
系
の
改
善
を
行
い
、

公
立
で
も
私
立
で
も
、
他
産
業
に
比
し
て
遜
色
な
い
処
遇
水
準
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
具
体
的
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

２

本
法
の
施
行
後
二
年
を
目
途
と
し
て
、
育
児
休
業
制
度
の
対
象
と
な
る
労
働
者
等
へ
の
事
業
主
か
ら
の
個
別
周
知
の
有



無
を
調
査
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
附
則
の
規
定
に
基
づ
く
検
討
に
お
い
て
は
、
男
性
の
育
児
休
業
取
得
率
が
依
然
と
し

て
低
い
こ
と
に
鑑
み
、
利
用
率
の
低
い
パ
パ
・
マ
マ
育
休
プ
ラ
ス
制
度
の
活
用
促
進
に
向
け
た
改
善
措
置
を
講
ず
る
と
と

も
に
、
父
親
に
一
定
期
間
の
育
児
休
業
を
割
り
当
て
る
パ
パ
・
ク
オ
ー
タ
制
の
導
入
に
向
け
て
検
討
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


